
第３次一関・平泉定住自立圏共生ビジョン 

一 関 市 

2024年３月 策定 

2025年３月 改定 

2026年３月 改定 



一関・平泉定住自立圏共生ビジョン 目次

Ⅰ 定住自立圏の名称 

１ 定住自立圏の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・（１） 

２ 圏域を形成する市町の名称・・・・・・・・・・・・・・（１） 

Ⅱ 定住自立圏共生ビジョンの目的 

  １ 定住自立圏共生ビジョンの目的・・・・・・・・・・・・（１） 

  ２ 定住自立圏共生ビジョンの期間・・・・・・・・・・・・（１） 

Ⅲ 定住自立圏の将来像 

  １ 圏域の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（１） 

  ２ 圏域の将来像・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（３） 

Ⅳ 定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

１ 生活機能強化に係る政策分野の取組 

（１）医療・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（７） 

（２）福祉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（９） 

（３）産業振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（13） 

（４）教育及び文化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（22） 

（５）消防防災・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（28） 

２ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野の取組 

（１）地域公共交通・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（29） 

（２）交通インフラ整備・・・・・・・・・・・・・・・・・（30） 

（３）協働のまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・（32） 

（４）地域内外の住民との交流、移住促進・・・・・・・・・（34） 

３ 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野の取組 

（１）中心市等における人材育成・・・・・・・・・・・・・（36） 



1 

Ⅰ 定住自立圏の名称 

１ 定住自立圏の名称       一関・平泉定住自立圏

２ 圏域を形成する市町の名称   一関市及び平泉町

Ⅱ 定住自立圏共生ビジョンの目的 

１ 定住自立圏共生ビジョンの目的 

本ビジョンは、一関市と平泉町の間で締結した定住自立圏形成協定に基づき、魅

力ある定住自立圏を形成するため、圏域全体として目指すべき将来像を掲げ、適切

に役割分担しながら、連携し推進する具体的な取組を示すものである。

２ 定住自立圏共生ビジョンの期間 

2024年度（令和６年度）から2026年度（令和８年度）までの３年間とし、毎年度、

所要の見直しを行うものとする。

Ⅲ 定住自立圏の将来像 

１ 圏域の現状 

（１）位置と範囲 

 本圏域は、岩手県の南端に位置し、南部は宮城県に、西部は奥羽山脈を隔てて

秋田県に、北部は奥州市、東部は気仙地区にそれぞれ接している。また、圏域の

中心都市である一関市は盛岡市と仙台市のほぼ中間（それぞれ約90キロメートル）

に位置し、東京都は新幹線で約２時間の距離にある。 

 圏域は、一関市、平泉町の１市１町で構成され、総面積1,319.81平方キロメー

トルで県土の8.6パーセントを占めている。 

面積            （単位：㎢）

区分 一関市 平泉町 圏域合計

面積 1,256.42 63.39 1,319.81

構成比 95.2% 4.8% 100.0%

一関・平泉 

定住自立圏域 



2 

（２）地勢と気候 

 本圏域は、中心部を貫流する北上川と、その支流である太田川、磐井川、砂鉄

川、千厩川、黄海川などの流域に開けた地域であり、その地勢は次の三つに分け

られる。 

 一つは奥羽山脈にある標高1,626メートルの栗駒山から北上川流域に至る標高

差の大きい西部山岳地帯、一つは北上川流域を中心とする低地平野部、一つは標

高差は緩やかながら起伏に富んだ北上山系の一部をなす東部丘陵地帯の三地域で

あり、西部山岳地帯の一部は栗駒国定公園に、また東部丘陵地帯の一部は室根高

原県立自然公園に指定されているなど豊かな自然景観に恵まれている地域である。 

 気候は、内陸型の特徴を示し、気候の比較差、年較差は大きいものの、県内で

は比較的温暖な地域である。 

（３）歴史 

 本圏域は、11世紀から12世紀にかけて藤原氏が奥州全域を統治し、黄金文化が

開花した時代の中心であり、極めて高度な政治、経済、文化を有して、東北地方

に数少ない繁栄の時代をもたらした地域であった。 

 藩政時代は、仙台藩及びその支藩である一関藩に属し、廃藩置県の際には現在

の岩手県南と宮城県北部一帯に一関県が置かれるなど、もともと歴史的・風土的

に古くから宮城県北部との結びつきが強く、現在でも人的、物的交流が極めて深

いものとなっている。 

（４）交通条件 

 本圏域は、中心部を東北縦貫自動車道、東北新幹線など高速交通幹線が南北に

縦断しており、これらと並行して国道４号、東北本線が走り、さらに国道284号、

343号及び346号やＪＲ大船渡線が東西に横断して内陸部と三陸沿岸部を結んでい

る。 

 また、国道456号が県央から一関市東部を経て宮城県へ、国道342号と457号がそ

れぞれ一関市西部から秋田県及び宮城県へ通じている。 

 このほか、主要地方道が東西方向、南北方向にそれぞれ伸びており、これら主

要幹線道路と一般県道、市町道、広域営農団地農道等によって圏域道路網が形成

され、住民生活はもとより産業、経済活動の重要な基盤としてその役割を果たし

ている。 
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２ 圏域の将来像 

（１）将来推計人口 

圏域の人口は、1955年（昭和30年）の185,454人をピークに減少を続けており、

2015年（平成27年）の国勢調査では129,451人、2020年（令和２年）の国勢調査で

は119,184人と減少を続けている。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、圏域の人口は今後も減少を続

け、2030年(令和12年)には106,481人、2040年（令和22年）には90,789人になるも

のと見込まれている。 

また、少子高齢化の進行に伴い年齢３区分別の人口は、いずれの区分において

も減少するものの、人口比率は、年少人口（0～14歳）が2020年の10.4％から2040

年には8.3％（令和22年）に減少、生産年齢人口（15～64歳）が2020年の52.0％か

ら2040年には46.3％に減少、老年人口（65歳以上）が2020年の37.6％から2040年

には45.4％に増加するものと見込まれている。 

【圏域人口の推移及び推計（国立社会保障・人口問題研究所平成30年３月公表）】 

 ※ 2015年（Ｈ27年）及び2020年（Ｒ２年）の人口は国勢調査の結果による。 

（２）圏域の将来像 

日本の人口は、2008年（平成20年）の１億2,808万人をピークに、2011年（平成

23年）以降は一貫して減少を続けており、特に地方圏においては、大幅な人口減

少と少子高齢化が進行している。また、国際情勢や物価高騰、人口減少に伴う産

業構造の変化、デジタル化の進展など地方自治体を取り巻く環境は大きく変化し

ており、「誰一人取り残さない社会」の実現のためには、各地域が創意工夫し、連

携・協力を深め、持続可能な地域を形成していくことが必要である。 

一関市と平泉町からなる本圏域においては、人口減少や少子高齢化が全国平均

や岩手県平均と比較して進行しており、年少人口や生産年齢人口の減少による地

域社会の活力低下が危惧される。 

このような状況においても、本圏域が「自立」し、「定住」し続けられる地域で

あるため、医療や福祉など暮らしに必要不可欠な生活機能を圏域全体で確保し、

住民が安心して暮らすことができる環境を整備するとともに、産業の活性化や交

年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 増減率(%) 人口比率

市町 （H27年度） （R2年度） （R７年度） （R12年度） （R17年度） （R22年度） R2比 R22

0～14歳 13,766 11,563 10,340 9,179 8,024 7,019 ▲ 39.30 8.19%

15～64歳 67,231 58,370 54,650 49,429 45,095 39,813 ▲ 31.79 46.43%

65歳以上 40,586 41,999 42,587 41,714 40,070 38,912 ▲ 7.35 45.38%

合計 121,583 111,932 107,577 100,322 93,189 85,744 ▲ 23.40

0～14歳 898 791 730 660 589 527 ▲ 33.38 10.45%

15～64歳 4,223 3,602 3,158 2,774 2,524 2,225 ▲ 38.23 44.10%

65歳以上 2,747 2,859 2,842 2,725 2,494 2,293 ▲ 19.80 45.45%

合計 7,868 7,252 6,730 6,159 5,607 5,045 ▲ 30.43

0～14歳 14,664 12,354 11,070 9,839 8,613 7,546 ▲ 38.92 8.31%

15～64歳 71,454 61,972 57,808 52,203 47,619 42,038 ▲ 32.17 46.30%

65歳以上 43,333 44,858 45,429 44,439 42,564 41,205 ▲ 8.14 45.39%

合計 129,451 119,184 114,307 106,481 98,796 90,789 ▲ 23.82

一関市

平泉町

圏域合計
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流人口の拡大を図り、「郷土の誇りを育み、住み続けていきたいと思える一関・平

泉定住自立圏」の形成を目標とする。 

両市町は前述の目標を達成するため、平成31年３月26日に締結した一関・平泉

定住自立圏形成協定を基本に、持続可能な開発目標（SDGs）やデジタル技術を通

じた変革（ＤＸ）等を踏まえながら、以下の施策展開の基本的方向に基づき適切

な役割分担と連携を図り、取組を実施する。 

【生活機能の強化の政策分野に関する施策展開の基本的方向】 

取組分野 施策展開の基本的方向

地域保健医療体制の充実

医療従事者の確保対策

総合的な子育て支援

地域で安心して暮らせる環境整備

文化と地域資源を活かした観光の振興

企業の育成等の工業振興

農産物のブランド化などの農業振興

事業承継・産業人材の確保

教育環境の整備や教育内容の充実

生涯学習環境の充実やスポーツ活動の振興

世界遺産「平泉」の構成資産及び個別資産の調査研究と保存管理

消防防災 消防防災体制などの充実

医療

福祉

産業振興

教育及び文化

【結びつきやネットワークの強化の政策分野に関する施策展開の基本的方向】 

取組分野 施策展開の基本的方向

地域公共交通 バス等の地域公共交通の維持

交通インフラ
整備

圏域市町間を結ぶ主要幹線道路の整備と他圏域を結ぶ高規格道路の整備
促進

協働の
まちづくり

住民が主体となった協働の地域づくり

地域内外の住

民との交流、
移住促進

移住定住の促進

【圏域マネジメント能力の強化の政策分野に関する施策展開の基本的方向】 

取組分野 施策展開の基本的方向

外部人材の確保
中心市等にお

ける人材育成

（３）圏域の中長期的な将来人口、高齢化率の目標 

圏域の中長期的な将来人口、高齢化率の目標として、一関市と平泉町がそれぞ

れ策定した人口ビジョンにおける将来展望に基づき、2040年（令和22年）は人口

94,000人程度、年少人口及び生産年齢人口減少の抑制に取組み、高齢化率40％程

度とする。 

なお、第３次一関・平泉定住自立圏共生ビジョンの計画期間最終年である2028

年（令和10年）の目標は、人口107,400人程度、高齢化率39.5％程度とする。 
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【圏域の中長期的な将来人口推計及び人口比率（一関市・平泉町人口ビジョンより）】 

 ※ 2020 年（R2 年）の人口は国勢調査の結果による。 

  2023 年（R5 年）の人口は住民基本台帳に基づく人口（総務省公表）による。 

０～14 歳：年少人口、15～64 歳：生産年齢人口、65 歳以上：高齢人口 

【圏域の推計人口と展望人口の比較】 

 ※ 2028 年の圏域推計人口は、2025 年から 2030 年までの人口減少数から推計し

たもの。 

年 2020年 2023年 2025年 2028年 2030年 2035年 2040年 増減率 人口比率

市町 （R2年） （R5年） （R７年） （R10年） （R12年） （R17年） （R22年） R2比 R22

0～14歳 11,563 10,685 9,860 9,281 9,094 9,317 9,761 ▲ 15.58 10.96%

15～64歳 58,370 57,462 54,269 51,637 50,094 47,289 43,935 ▲ 24.73 49.35%

65歳以上 41,999 41,550 41,087 40,047 39,337 37,003 35,326 ▲ 15.89 39.68%

合計 111,932 109,697 105,216 100,965 98,525 93,609 89,022 ▲ 20.47

37.52% 37.88% 39.05% 39.66% 39.93% 39.53% 39.68%

0～14歳 791 699 737 699 662 618 608 ▲ 23.14 11.46%

15～64歳 3,602 3,449 3,322 3,068 2,936 2,719 2,172 ▲ 39.70 40.95%

65歳以上 2,859 2,839 2,799 2,715 2,643 2,383 2,524 ▲ 11.72 47.59%

合計 7,252 6,987 6,858 6,482 6,241 5,720 5,304 ▲ 26.86

39.42% 40.63% 40.81% 41.89% 42.35% 41.66% 47.59%

0～14歳 12,354 11,384 10,597 9,980 9,756 9,935 10,369 ▲ 16.07 10.99%

15～64歳 61,972 60,911 57,591 54,705 53,030 50,008 46,107 ▲ 25.60 48.88%

65歳以上 44,858 44,389 43,886 42,762 41,980 39,386 37,850 ▲ 15.62 40.13%

合計 119,184 116,684 112,074 107,447 104,766 99,329 94,326 ▲ 20.86

37.64% 38.04% 39.16% 39.80% 40.07% 39.65% 40.13%高齢化率

一関市

平泉町

圏域合計

高齢化率

高齢化率
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Ⅳ 定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

体系図 

地域保健医療体制の充
実

1 休日・夜間診療体制確保事業

医療従事者の確保対策 2 地域医療確保対策事業

3 子育て世代の負担軽減事業

4 子育て環境整備事業

5 在宅医療・介護連携推進事業

6 介護人材育成事業

7 成年後見制度利用支援事業

8 インバウンド推進事業

9 観光地間二次交通整備事業

10 もち食文化発信事業

11 一関・平泉バルーンフェスティバ

ル事業

12 地域内発型産業創出事業

13 企業立地促進事業

14 地産外商促進事業

15 農林水産業６次産業化支援事業

16 地元就業定着支援事業

17 起業・創業応援事業

18 学校給食運営事業

19 将来世代の人材育成事業

20 地元学事業

21 学術・スポーツ振興事業

22 世界文化遺産調査整備事業

23 世界遺産価値向上推進事業

消防防災 消防防災体制などの充
実

24 広域消防事業

地域公共交通 バス等の地域公共交通
の維持

25 生活バス路線対策事業

26 主要幹線道路等整備事業

27 幹線道路等整備事業

28 協働のまちづくり事業

29 多文化共生推進事業

30 移住定住交流促進事業

31 結婚活動支援事業

圏域マネジメン

ト能力の強化

中心市等にお

ける人材育成

外部人材の確保 32 ＤＸ地域活性化事業

移住定住の促進

教育環境の整備や教育
内容の充実

生涯学習環境の充実や
スポーツ活動の振興

世界遺産「平泉」の構
成資産及び個別資産の
調査研究と保存管理

協定に基づき連携する政策分野
医療

産業振興

生活機能の強化

結びつきやネッ
トワークの強化

福祉

教育及び文化

地域内外の住
民との交流、

移住促進

協働のまちづ

くり

住民が主体となった協

働の地域づくり

具体的な取組

事業承継・産業人材の
確保

圏域市町間を結ぶ主要
幹線道路の整備と他圏

域を結ぶ高規格道路の
整備促進

交通インフラ
整備

総合的な子育て支援

地域で安心して暮らせ
る環境整備

文化と地域資源を活か
した観光の振興

企業の育成等の工業振
興

農産物のブランド化な

どの農業振興
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１ 生活機能の強化に係る政策分野の取組 

（１）医療 

① 地域保健医療体制の充実 

【協定の内容】 

取組の内容 行政や関係機関が設置する高齢、障がい、子育て等の各分野の相談窓口の

連携を図るとともに、住民が安心して医療サービスを受けられるよう、保健、

医療、福祉、介護などの関係機関・団体の連携を強化しながら、地域保健医

療体制の充実に取り組む。 

一関市の役割 医療機関相互の機能分担や連携を促進するとともに、保健、医療、福祉、

介護などの関係機関の連携により、地域保健医療体制の充実に努める。 

また、救急医療体制の充実のため、圏域の医療機関等に対し、必要な支援

を行うとともに、かかりつけ医など医療機関の適正受診や救急車の適正利用

等について市民への周知を図る。 

平泉町の役割 保健、医療、福祉、介護などの関係機関の連携により、地域保健医療体制

の充実に努める。 

また、救急医療体制の充実のため、圏域の医療機関等に対し、必要な支援

を行うとともに、かかりつけ医など医療機関の適正受診や救急車の適正利用

等について町民への周知を図る。 

【具体的な取組】

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 
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② 医療従事者の確保対策 

 【協定の内容】 

取組の内容 圏域における医師をはじめとした医療従事者の確保に努めるとともに、圏

域が抱える地域医療の課題解決に取り組む。 

一関市の役割 圏域における医師をはじめとした医療従事者の現状を把握し、その確保を

図るとともに課題解決に向けた取組を推進する。 

平泉町の役割 圏域の医療従事者確保のため、医師等の確保に向けた取組を推進する。 

【具体的な取組】 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 
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（２）福祉 

① 総合的な子育て支援 

【協定の内容】 

取組の内容 次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援するため、子

育てにかかる経済的負担の軽減や安心して子育てができる環境整備のため

の施策など、総合的な子ども・子育て支援に取り組む。 

一関市の役割 母子保健事業の充実や相談体制の確立を図るとともに、安心して子どもを

産み育てる環境づくりと、幼児教育施設及び保育施設のサービスを充実し、

子どもを豊かに育む保育環境の整備を推進する。 

平泉町の役割 安心して子どもを産み育てる環境づくりをはじめとする総合的な子ども・

子育て支援を推進する。 

【具体的な取組】 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 



10 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 
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② 地域で安心して暮らせる環境整備 

【協定の内容】 

取組の内容 健康寿命延伸のため、生活習慣病予防及び介護予防を推進するとともに、

一人暮らしや介護が必要になった高齢者、障がい者が家庭や地域で安心して

自立した生活を送り続けられるよう、在宅介護及び日常生活の支援に取り組

む。 

また、安定的かつ継続的に介護サービスを供給できるよう、必要な施設整

備を図るとともに介護人材の確保、定着、育成に努める。 

一関市の役割 生活習慣病予防及び介護予防を推進するとともに高齢者や障がい者に対

する生活支援、介護、福祉などのサービス体制の充実を図る。 

また、中長期的な視点から圏域内の介護施設整備や介護人材の確保、定着、

育成を支援する。 

平泉町の役割 生活習慣病予防及び介護予防を推進し、高齢者や障がい者に対する生活支

援、介護、福祉などのサービス体制の充実を図る。 

また、中長期的な視点から圏域内の介護施設整備を支援する。 

【具体的な取組】 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 



12 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 
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（３）産業振興 

① 文化と地域資源を活かした観光の振興 

【協定の内容】 

取組の内容 世界遺産「平泉」や「もち食文化」に加え、多様な地域資源を掘り起し、

磨き上げるとともに、訪日外国人を含め観光客のニーズに対応した受入環境

の整備を進め、魅力ある観光地の形成に取り組む。 

また、仙台圏、首都圏の国内観光客と訪日外国人をターゲットとしたプロ

モーションを展開し、誘客拡大を図る。 

一関市の役割 関係機関・団体と連携し、地域資源の活用と魅力を発信するとともに、滞

在型観光の推進と受入環境の整備を進め、世界遺産「平泉」を中心とする観

光地の魅力向上に努める。 

平泉町の役割 関係機関・団体と連携し、地域資源の活用と魅力を発信するとともに、滞

在型観光の推進と受入環境の整備を進め、世界遺産「平泉」を中心とする観

光地の魅力向上に努める。 

【具体的な取組】 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 



14 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 



15 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 
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② 企業の育成等の工業振興 

【協定の内容】 

取組の内容 産学官連携及び圏域内企業間連携による企業の技術開発等を促進し、新た

な産業や事業の創造を目指す。 

また、圏域の中小企業の育成を支援するとともに企業が立地しやすい環境

整備と企業誘致及び事業誘致の活動に取り組む。 

一関市の役割 公益財団法人岩手県南技術研究センターや一関工業高等専門学校等を活

用した産学官の連携、圏域内企業連携の一層の促進を図る。 

また、競争力のある企業の育成を図るほか、企業誘致及び事業誘致の活動

を積極的に行う。 

平泉町の役割 企業誘致活動と中小企業の安定した成長が図られるような取り組みを行

う。 

【具体的な取組】 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 



17 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 
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③ 農産物のブランド化などの農業振興 

【協定の内容】 

取組の内容 圏域の豊かな農産物資源等を活用した付加価値の高い商品開発や、新たな

顧客の開拓と販路構築のための取組を支援する。 

一関市の役割 生産者等が行う圏域の農産物の知名度向上と、その価値と魅力について消

費者の理解と関心を高める販売促進活動や、農産物の付加価値向上への取組

等の支援を行う。 

平泉町の役割 生産者等が行う販売促進活動や農産物の付加価値向上への取組等への支

援を行う。 

【具体的な取組】 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 



19 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 



20 

④ 事業承継・産業人材の確保 

【協定の内容】 

取組の内容 圏域における産業を将来にわたって持続、発展させるため、圏域内の事業

体等の魅力を発信し、人材の確保に取り組むとともに、起業・創業を支援す

る。 

一関市の役割 若者に対し、圏域内の事業体等への理解を深め、産業の担い手となる人材

の確保、定着、育成の取組を進めるとともに、起業・創業希望者が事業の立

ち上げから持続的な経営を確立できるよう支援を行う。 

平泉町の役割 産業の担い手となる人材の確保等の対策を支援するとともに起業・創業の

支援を行う。 

【具体的な取組】 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 



21 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 
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（４）教育及び文化 

① 教育環境の整備や教育内容の充実 

【協定の内容】 

取組の内容 安全な教育環境の確保と併せ、家庭、学校、地域、行政が一体となって子

どもたちを育てていく環境を目指し、個性を大切にしながら確かな学力と豊

かな人間性を培い、国際理解や郷土理解の学習など総合的な人づくり教育に

取り組む。 

一関市の役割 心豊かにたくましく、郷土の誇りを未来につなぐ人材を育むため、地域と

連携した様々な体験活動の実践や国際性を身に付けるための教育を推進す

る。 

平泉町の役割 学校、家庭、地域、行政の連携のもと、子どもたちの多様な個性と能力を

伸ばし、社会を担う人材育成を推進する。  

【具体的な取組】 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 



23 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 



24 

② 生涯学習環境の充実やスポーツ活動の振興 

【協定の内容】 

取組の内容 住民の多様な学習ニーズに沿った事業を実施し、自主性を基本に据えなが

ら地域づくりに発展する生涯学習の展開を目指すとともに、文化活動やスポ

ーツ活動の活性化等のため、文化施設や社会体育施設の相互利用を推進する

などスポーツに親しめる環境整備に取り組む。 

一関市の役割 圏域の生涯学習施設、文化施設及びスポーツ施設の利用の周知やイベント

情報の取りまとめを行い、市民に対し、総合的な情報提供を推進するととも

に必要な設備整備に努める。 

平泉町の役割 圏域の生涯学習施設、文化施設及びスポーツ施設の利用の周知やイベント

情報の取りまとめに協力し、町民に対し、総合的な情報提供を行うとともに

必要な設備整備に努める。 

【具体的な取組】 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 



25 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 



26 

③ 世界遺産「平泉」の構成資産及び個別資産の調査研究と保存管理 

【協定の内容】 

取組の内容 「平泉の文化遺産」の世界遺産拡張登録に向け、平泉文化及び個別資産の

調査研究を進めるとともに、包括的保存管理計画に基づく保存管理に取り組

む。 

一関市の役割 骨寺村荘園遺跡をはじめとする個別資産等の調査研究及び保存に努める。

平泉町の役割 世界遺産「平泉」の構成資産と併せ個別資産の調査研究及び保存に努める。

【具体的な取組】 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 



27 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 



28 

（５）消防防災 

① 消防防災体制などの充実 

【協定の内容】 

取組の内容 災害に備える住民の防災意識を高めるとともに、消防力や予防体制の強

化、救急・救助体制の充実に取り組む。 

一関市の役割 消防防災体制を整備し、安全・安心を確保する取組を推進するほか、関係

機関と連携し、市民の防災意識の向上に努める。 

平泉町の役割 関係機関と連携し、町民の防災意識の向上を図り、安全・安心な圏域づく

りに努める。 

【具体的な取組】 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 
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２ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野の取組 

（１）地域公共交通 

① バス等の地域公共交通の維持 

【協定の内容】 

取組の内容 人口減少及び高齢化の進展を見据え、住民や圏域への来訪者の移動を支え

る公共交通ネットワークの維持、確保に取り組む。 

一関市の役割 交流の促進と地域の暮らしを支える公共交通ネットワークを関係機関と

連携して確保する。 

あわせて、公共交通の利便性、効率性の向上を図り、利用しやすい環境を

整える。 

平泉町の役割 圏域内の生活バス路線及びコミュニティ交通などの利用促進活動に努め

る。 

【具体的な取組】 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 
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（２）交通インフラ整備 

① 圏域市町間を結ぶ主要幹線道路の整備と他圏域を結ぶ高規格道路の整備促進 

【協定の内容】 

取組の内容 圏域内外を結ぶ主要幹線道路等の整備を促進するとともに、市町境に係る

道路整備のために連携し、交通渋滞の緩和や、交通安全の確保、生活の利便

性の向上及び圏域内外の交流人口の拡大に取り組む。 

一関市の役割 市道等の整備を推進するとともに、交通機能の整備に係る関係機関への働

きかけを行うなど、交通網の整備に努める。 

平泉町の役割 町道等の整備を推進するとともに、交通機能の整備に係る関係機関への働

きかけを行うなど、交通網の整備に努める。 

【具体的な取組】 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 
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※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 



32 

（３）協働のまちづくり 

① 住民が主体となった協働の地域づくり 

【協定の内容】 

取組の内容 住民が主体となった住み良い地域を形成するため、住民、地域、行政など

多様な担い手がお互いの立場を尊重し、公共的、公益的な活動について、話

し合いを継続しながら、合意を基に協力して行動する協働のまちづくりに取

り組む。 

一関市の役割 多様な主体と行政が役割分担し、相互に支え合い、補完しながら、地域課

題の解決や地域づくりに取り組む市民、地域と行政の協働を進める。 

平泉町の役割 町民と行政がそれぞれの役割と責任を持って協働し、地域社会における課

題解決の仕組みづくりに向け、町民と行政との協働体制の確立を進める。 

【具体的な取組】 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 
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※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 



34 

（４）地域内外の住民との交流、移住促進 

① 移住定住の促進 

【協定の内容】 

取組の内容 圏域への移住希望者や圏域外に居住する圏域出身者を惹きつけ、移住につ

なげるよう、当圏域での暮らしの情報発信や移住促進のための取組及び若者

の地元定着と出会いの場の創出を連携して進める。 

一関市の役割 圏域への移住希望者や圏域外に居住する圏域出身者へ生活情報や居住情

報、雇用情報などを発信し、移住定住を促進するとともに若者の出会いの場

を創出する。 

平泉町の役割 圏域への移住希望者や圏域外に居住する圏域出身者へ生活情報や居住情

報、雇用情報などを発信し、移住定住を促進するとともに若者の出会いの場

を創出する。 

【具体的な取組】 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 
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※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 
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３ 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野の取組 

（１）中心市等における人材育成 

① 外部人材の確保 

【協定の内容】 

取組の内容 生活機能の強化に係る政策分野及びむすびつきやネットワークの強化に

係る政策分野の取組に必要な圏域のマネジメント能力を強化するため、専門

知識等を有する人材の確保に取り組む。 

一関市の役割 政策分野の取組に必要な専門的知識等を有する人材の確保に努める。 

平泉町の役割 政策分野の取組に必要な専門的知識等を有する人材の確保に努める。 

【具体的な取組】 

※事業費は、現時点での連携市町の合計見込額を記載しており、毎年度の予算で具体額を定めます。 


